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はじめに
令和６年元旦に発生した能登半島地震では、人的被害だけでなく、畜産分野においても甚

大な被害が発生しました。特に揺れの強かった石川県では、畜舎の倒壊に加え、電気、水道、

道路交通などのいわゆるライフラインの寸断によって、停電による生乳の廃棄、断水による飲

水不足、さらには飼料供給の遅延などによる被害が発生し、こうした自然災害に対する事前

準備について多くの課題が浮き彫りとなりました。

近い将来発生が予想されている南海トラフ地震が発生すれば、本県においても能登半島地

震と同様の畜産被害が発生するリスクがあると懸念されたため、早速、県では事前対策の検

討に入るとともに、県内の生産者の皆さまに対し、自然災害への備えについてアンケート調査

を実施しました。

アンケートの結果、家畜の生命維持のために最も重要である水については、約６割が１日に

必要な水量を把握しておらず、また、約半数が日頃から貯水をしていませんでした。また、生

乳をはじめとする畜産物の品質維持にも影響する電源の確保についても、６割以上が非常用

電源を所有していないなど、自然災害に対する準備状況は万全と言い難い実態が判明しまし

た。一方、飼料については、最大備蓄が可能な期間が２週間以下との回答が５割（粗飼料）、7

割（配合飼料）を占めたものの、災害時には飲水を確保した上で給与量を減らすことも可能で

あり、本県のように温暖多湿な環境では飼料の長期保管による腐敗なども危惧されることから、

飼料保管庫などの整備については優先順位は低いと考察しました。また、能登の事例では、

道路の復旧状況に応じて、飼料メーカーが平時よりも小型の運搬車を使用して飼料を搬入す

る等、工夫をすることで対応していたことから、本県へ飼料を供給している主要な飼料メーカー

に照会したところ、能登と同様の対応が可能との回答がありました。

以上の結果から、県では農場における貯水タンクや非常用電源などの整備を支援すること

とし、令和６年９月補正予算において、整備を希望されている全ての皆さんのご要望に応えら

れるよう、１億円を超える予算を確保したところです。現在、４０戸以上の皆さんが活用されて

おり、また補助金を活用されなかった皆さんにおいても、安価な中古品などを活用するなど、

南海トラフ地震などの発生時にも被害を最小限に食い止める取組を進められていると承知を

しております。

また、畜産分野におけるリスクには、家畜伝染病の発生があります。幸い令和６年度も県内

農場での高病原性鳥インフルエンザや豚熱などの家畜伝染病の発生はありませんでしたが、

野鳥や野生いのししでの感染は毎年のように確認されています。県では、これらの家畜伝染

病の農場での発生リスクは依然として高い状況にあると認識しており、生産者の皆さんの発生

予防対策を支援するため、消石灰の無償配布を行うとともに、万一の発生を想定した防疫演

習を複数回実施するなど、これらの家畜伝染病の発生予防とまん延防止に努めました。

今後も畜産分野が抱えるリスク対策を充実・強化することにより、生産者の皆さまが安心し

て経営継続ができますよう、職員全員が一丸となって取り組んでまいります。

結びに、本冊子が高知県の畜産を知っていただく一助となりましたら幸いです。

令和 7 年 3 月

高知県農業振興部畜産振興課長 谷本 忠司
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農業の概況

１ 農業就業人口・戸数と耕地面積の推移

本県の農業就業人口は 19,349人（令和６年）で、昭和 20年代後半から産業構造の変化に伴い年々減

少しています。年齢構成では60歳以上が14,354人と大部分を占めています。総農家戸数は19,924戸で、

そのうち販売農家戸数は 12,173 戸となっています。*1

また、本県の耕地面積は 25,000ha（令和６年）です。内訳は、田 18,600ha(対前年差△400ha)、普通

畑 2,910ha（対前年差△30ha）、樹園地 3,300ha（対前年差 10ha）、牧草地 174ha（同 0ha）です。昭和

35 年には 59,000ha あった耕地は、この 60 数年あまりで半数を切る程に減少しています。*2

２ 産出額の推移

令和５年の農業産出額は、前年から約 5.1%増の 1,128 億円でした。

畜産部門の産出額は、前年から約 11.6%増の96億円となりました。これは農業産出額の約8.5%に当たり

ます。畜種別では、乳用牛 26 億円、肉用牛 18 億円、豚 22 億円、鶏 29 億円となっています。＊３

*1 出典：「2020 年農林業センサス（確定値）」

*2 出典：「令和６年耕地面積（7 月 15 日時点）」（農林水産省）

*3 出典：「令和５年生産農業所得統計」

※ 統計数値は四捨五入等の処理により、合計値と内訳の計が一致しない場合があります。
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部門別概況

１ 酪農

酪農家戸数は、高齢化による廃業や後継者不足を背景に前年に比べ 4.8％減少の 40 戸でした。飼養

頭数は、前年に比べ 1.9％減少の 2,959 頭となっています。

一方、１戸当たりの平均飼養頭数は平成 10 年と比較して２倍を超え、年々大規模化が進んでいます。飼

養形態も従来の繋ぎ飼いでパイプライン搾乳の方式から、牛が自由に行動できるフリーバーンでミルキングパ

ーラー搾乳の方式が増加しています。

飼料費を低減するため、酪農家が自ら牧草を生産する取組に加え、酪農家が牛ふん堆肥を耕種農家の

水田に散布し、その水田で生産された稲発酵粗飼料（稲ＷＣＳ）を飼料として利用する耕畜連携の取組も

県内各地で見られます。また、香美市や南国市では、本県の温暖な気候を活かして乳牛を一年中放牧す

る山地酪農も行われています。

生産性向上の取組として、毎月の乳量や乳成分を測定、分析する乳用牛群検定に現在、18 戸が加入し

ており、乳量の増加や乳質の改善に生かされています。また、県域、あるいは地域毎に共進会や研修会が

開催され、乳器や肢蹄など生産性に関連する体型改良や乳牛の快適性の改善など日ごろの飼養管理技

術向上への成果を研鑽しあうとともに、酪農家相互の親睦も深められています。
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２ 肉用牛

令和６年の肉用牛飼養戸数は130戸（前年比12戸減）でした。高齢化や後継者の不在による廃業を

主な原因として戸数の減少が続いていますが、新たな担い手の就農もみられるようになっています。

飼養頭数は6,154 頭（2.2%増）となりました。内訳は、褐毛和種2,445頭（0.5％増）、黒毛和種2,818頭

（4.5％増）、その他乳用種及び交雑種891頭（0.1％増）です。飼養頭数は全畜種で増加しておりますが、生

産基盤をいっそう維持・拡大するために、後継者や新規参入者のような担い手、和牛繁殖雌牛のさらなる確

保が重要な課題です。

これらの課題に対して県では、以下のような取組を進めています。

生産対策としては、市町村やJAが行う生産者に貸し付ける畜舎の整備や、畜産クラスター協議会による

地域での収益力向上に必要な施設の整備に対する支援などにより、生産の拡大に取り組んでいます。また、

市町村が行う繁殖雌牛や肥育もと牛導入のための基金造成により、和牛生産基盤の強化を図っています。

流通対策としては、PR活動や商談会への参加など、販路開拓・消費拡大に向けた支援を行っています。

今後も県産業振興計画に基づき、畜舎の整備促進や和牛の増頭支援による生産基盤の強化、IoT

機器の活用による生産性の向上、流通販売への支援による加工・販売体制の強化など、生産から消費

までの一体的な取組を推進していきます。

3 養豚

令和６年の養豚飼養戸数は前年から1戸減の15戸でした。飼養頭数は前年比9.8％減の22,236頭と

なっており、このうち子取り用雌豚（母豚）の頭数は前年より172頭少ない2,305頭です。農家１戸当たり

の平均飼養頭数はおよそ1,480頭となりました。

依然として飼料価格の高止まりなど懸念事項はありますが、近年は需要の高まりにより豚肉の価格は堅

調に推移しています。このことに合わせて、県内養豚農家では、豚舎などの基盤整備による生産性向上

に関する計画を進めており、またブランド化による有利販売、畜舎周辺の臭い対策をはじめとした環境対

策などを推進しています。
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4
（１）採卵

令和 6 年の飼養戸数は前年から 1 戸減

の 39 戸 、飼養羽数は前年比約 1.2％増

の 285,210 羽でした。

（２）ブロイラー

令和 6 年の飼養戸数は前年と変わらず

7 戸、飼養羽数は対前年比約 0.6％減の

410,100 羽でした。

5 養蜂

蜜蜂は、県内では海岸沿いを中心にみかん・レンゲ・くりなどを蜜源として飼育されています。また、受粉用

になす・シシトウ等の施設園芸農家に貸し出されています。

令和６年の飼養戸数は前年より増加し 60 戸、蜂群数は対前年比約 12.4%増の 1004 群でした。
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土佐ジロー卵飼育風景

高知県の特産畜産物

１ 土佐ジロ－

土佐ジローは、高知県原産の天然記念物「土佐地鶏」（オス）と

国内在来種である「ロードアイランドレッド」（メス）を交配した卵肉兼

用の一代交雑種（F１）です。

飼養管理は高知県土佐ジロー協会が作成した「土佐ジロー飼養

マニュアル」に基づき、緑餌の給与や平飼いなどを飼養条件とし、中山間地域

における複合経営の一つとして昭和61年度から普及を始め、令和６年２月１日

現在、58 戸の農家で、雌 15,743 羽・雄 4,500 羽が飼育されています。

卵は、一般的な鶏卵と比べ小ぶりですが、卵黄が大きく卵白とのバランスが

絶妙、味は濃厚で「コク」のある美味しさです。鶏肉用に飼育される土佐ジロー

は、主にオスで約150日間じっくり育てられ、赤みの強い肉色で噛めば噛むほど

濃厚なうま味が溢れる味わいが高い評価を受けています。

土佐ジローの生産物は主に県内の量販店・農協・道の駅等で販売され、一

部はアンテナショップや都市部の百貨店にも出荷されていて、近年では生産者ごと

に EC サイトやふるさと納税の返礼品などでも利用されています。また、飲食店の

食材として供給されるほか、加工製品（カマボコ・アイスクリーム・洋菓子等）の原

材料として利用されています。

土佐ジロー肉

土佐ジロー生産流通体制

飲食店・量販店・百貨店・農協・食品加工業者など

・系統の維持
・種卵の生産、譲渡畜産試験場

・初生ヒナ育成
・ヒナ（３０日齢）配布

・生産物（卵・肉）出荷
・雌450日齢までに更新
・雄120～150日齢出荷

生産者会員

・土佐ジロー協会事務局
・加工品開発 ・集出荷販売

委託企業

・産業振興計画実行
・事業調整
・飼養衛生管理指導

畜産振興課
家畜保健衛生所

・孵化業務 ・初生ヒナ配布調整
・集出荷調整 ・販売の仲介・調整

育成場

土佐ジロー協会
（民間企業へ協会事務を委託）
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ムネ

モモ

自然豊かな高知から2 土佐はちきん地鶏

高知県は、日本鶏の主たる 38品種の中で８品種を持ち、全国でも例を見な

い「鶏王国土佐」と呼ばれています。土佐はちきん地鶏は、その伝統を背景として

流通業界から新たな肉用鶏がほしいとの要望を受け、高知県畜産試験場が開発したこだわりの鶏です。

高知県原産の土佐九斤の雄に大シャモの雌を掛け合わせたクキンシャモの雄と、白色プリマスロックの雌を交配

して作出しました。生存率が高く飼いやすい肉用鶏で、産業規模の飼育を目指しています。

肉質は市販のブロイラーに比べて脂肪が少なく、ほどよい歯ごたえがあり、冷凍してもドリップ（肉汁漏出）が少な

いため、アミノ酸などのうまみ成分が失われにくいという特徴があります。そのため料理専門家などからも高い評価

をいただいており、他県の地鶏に負けない素材です。

令和５年度は、年間約 7.3 万羽が生産されており、計 784 店舗の県内外の飲食店、ホテル、量販店等に販売

されています。

また、各生産者も生産規模の拡大に向けた施設整備や食鳥処理・加工施設の整備を行い、増産に向けた体制

が整いつつあることから、土佐はちきん地鶏振興協議会を母体として、さらに県内外に向けた販路拡大を図り、土

佐はちきん地鶏が文字通り本県の特産ブランド鶏として認知されるよう取り組んでいきます。

クキンシャモ♂

大シャモ♀土佐九斤♂

白色プリマスロック♀

土佐はちきん地鶏
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土佐あかうし飼養頭数と

枝肉価格（去勢）の推移
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繁殖雌牛（頭）

平均枝肉単価（円/ｋｇ）

年度

3 褐毛和種高知系（土佐あかうし）

日本の肉用牛である和牛には、黒毛和種、褐毛和種、日本短角種、

無角和種の４種類があり、それぞれルーツや改良過程に違いがあります。

黒毛和種はほぼ全国的に飼養されていますが、その他の品種は飼養さ

れている地域が限られており、地方特定品種と呼ばれています。

そのうち、褐毛和種高知系は、明治時代初頭に役牛として高知県に

導入された朝鮮牛をルーツとしています。一時的に外国から導入した肉用牛であるシンメンタール種を交配したり、

もとの朝鮮牛を戻し交配するなどの経過を経て、大正時代後半から集団内の牛の中から優秀な個体を選抜すると

いう品種内繁殖の方法により改良が進められました。昭和30年代後半以降は、和牛の価値がそれまでの役用から

肉用へと転換し、産肉能力を主体とした改良が進められた結果、現在の褐毛和種高知系ができあがりました。

褐毛和種高知系の外見上の特徴は、毛色にあります。褐色の体毛色に加え、目の回り、鼻、角、蹄、しっぽの先な

どが黒い「毛分け」といわれる特徴は、同じ褐毛和種である熊本系には見られないものです。

夏の暑さや病気に強い、性格がおとなしく飼いやすい、足腰が丈夫で放牧に適しているなど、本県の気候風土や飼

養環境によく適応した牛であるといえます。

褐毛和種高知系は最盛期の昭和30年代には約4万頭、

平成に入るころでも約8千頭が飼養されていました。しかし、

農家の高齢化による廃業や牛肉の輸入自由化に伴った黒

毛和種への転換などにより、平成25年度には1,600頭弱ま

で減少しましたが、ここ数年は飼養頭数が増加しています。

現在、褐毛和種高知系の改良は土佐あかうし改良増殖

推進事業に基づき県が実施しています。

この事業では優秀な種牛づくりを目指して、と畜場における

枝肉成績に基づく育種価評価、体型審査や育種価評価に

基づく優秀な雌牛（基礎雌牛）群の選定、その雌牛に優秀

な種雄牛（基幹種雄牛）を交配し子牛を生産し、それら雄

子牛の中から後代検定によりさらに優秀な種雄牛を選抜す

る、という手順により改良を進めています。

また、褐毛和種高知系の繁殖雌牛から採取した受精卵

を乳用牛に移植して子牛を生産する受精卵移植技術も県内での普及が進められています。

放牧中の褐毛和種高知系の雌牛と去勢牛畜産試験場で繋養している種雄牛「嶺北秀美」号
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一方、飼養頭数の減少に加え、産肉能力を重視したために特定血統の種雄牛に交配が集中することにより、牛群

の遺伝的多様性が失われる（集団の遺伝的なサイズが小さくなる）ことが懸念されています。褐毛和種高知系の改

良のためには、血統や種牛能力（強健性、繁殖性、泌乳性、飼料利用性など種牛としての能力の総称）においても

特色ある牛群を造成していく必要があります。そのため、地域に残っている育種素材となる雌牛を発掘し、系統を考

慮に入れた指定交配を継続していくことなどの長期的な視野に立った系統再構築の取組を実施しています。

また、高知県産業振興計画の中で、品質やおいしさに特長ある褐毛和種高知系のＰＲやブランドの再構築を進め

るため、平成21年に土佐和牛ブランド推進協議会(以下「協議会」)により、「土佐あかうし」ブランドが立ち上がりまし

た。高知県の和牛ブランド「土佐和牛」のうち、高知生まれ高知育ちの褐毛和種高知系は「土佐あかうし」として流

通されており、平成24年度には地域団体商標を取得しました。霜降りが適度に入りヘルシーである、赤肉部分に甘

みと旨味があり、脂のキレが良く喉ごしの風味がよい、などが特徴としてあげられます。サシと赤身のバランスの良さ

が美味しい牛肉として、また最近は熟成（ドライエージング）にも適した肉としても注目されています。

令和２年度からは、協議会の新たな取組として、独自規格制度がスタートしています。

従来の霜降り重視の格付制度による価格設定の中では低価格に据え置かれることの多かったA2・A3に格付さ

れた土佐あかうしを、「ロース芯の大きさ」や「皮下脂肪の薄さ」など赤身肉重視で再評価し、標準以上をR4、最高

級をR5としてプレミアム化しています。全国的に赤身肉需要が上昇している中で、協議会ではこの肉を土佐あかうし

の新たなブランド「Tosa Rouge Beef」(以下「TRB」)としてPRを始めています。県ではTRBをとおして土佐あかうしが

より広く知られ消費者に好まれる存在になることを期待しています。

ロース・モモのセット 本格炭火焼肉専門店の６週間熟成リブロース

（ドライエージング）


